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　2026年公示地価は、全国で5年連続の上昇となり
ました。しかし、従来のような都市部一辺倒の上昇では
なく、インバウンドや海外マネーの流入、半導体拠点の
稼働、データセンター需要といった「強い個別要因」が
地価を牽引する構造へと変化しています。期待から実需
へと移り変わる、新たな地価上昇の背景を整理します。

　2026年3月公表の公示地価では、全国平均が前年比
2.8％上昇し、5年連続のプラスとなりました。
用途別では右記の通
り、全体として上昇基
調が続いています。
ただ、今年は単に「地
価が上がった」と見る
だけでは不十分です。上昇の構造そのものが変わってきま
した。三大都市圏では全用途平均で4.6％上昇しましたが、
東京圏と大阪圏が伸びを強めた一方、名古屋圏は住宅地、
商業地ともに伸び率が低下しました。地方四市（札幌、仙
台、広島、福岡）も上昇は続いたものの、伸び幅は縮小して
います。これまでの「都市部は急上昇、地方は緩やか」とい
う構図から、都市圏の中でも差が出る局面に入ったといえ
ます。

　昨年の公示地価でも注目を集めた北海道千歳市ですが、
今年はその意味合いが変わりました。昨年はラピダス工
場建設への期待が先行していましたが、今年は試作ライン
の稼働開始によって、地価上昇の根拠が期待先行から実
需主導へと移っています。商業地では、市全体の平均上昇

率こそ前年を下回ったものの、住宅地も上昇幅を広げてお
り、共同住宅用地への需要が市内全域に広がっています。
さらに柏台地区では、ラピダス関連企業の受け皿となる新
たな工業団地計画も進み、今年の公示地価は、街の変化
が現実のものとなってき
たことを示しています。
　白馬村ではインバウン
ド需要の回復・定着を背
景に、令和6年の観光客
数が令和元年以降で最
多となりました。商業地も
高い上昇率を維持してい
ます。

　今年の公示地価で、もうひとつ見逃せない変化があり
ます。インバウンドや半導体工場ほど派手ではありません
が、全国の工業地では、好調なeコマース市場を背景とす
る物流施設需要に加え、データセンター関連需要も地価
を下支えしています。北海道苫小牧市では千歳市のラピ
ダス効果も波及し、従来の東部工業団地に物流拠点需要
に加え、データセンターや再エネ関連投資も広がってい
ます。岩手県矢巾町では東北最大級の物流施設が新設さ
れ、需要が高まっています。栃木県栃木市ではNTTがデー
タセンター用に約13ヘクタールを取得しました。千葉県印
西市・白井市でも両需要が重なり、工業地は13％前後の
上昇を続けています。象徴的なのが東京多摩地区です。令
和5年に閉鎖された昭和の森ゴルフコース跡地では、物流
施設3棟とデータセンター8棟への転換計画が進んでおり、
時代の変わり目を象徴する事例といえます。
　これらに共通するのは、高速道路ICに近く、大規模敷地
を確保しやすい点です。賃貸住宅オーナーにとっても、施
設周辺では働く人々の住
宅需要が生まれます。　
半導体工場と同様に、「施
設立地が、雇用・住宅需
要・商圏形成に波及する」
という効果を、工業地の動
向から先読みする視点が
今後ますます重要になる
でしょう。
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上昇の構造が変わった背景は！Point
　地価上昇の明暗を分けたのは、インバウンドや海外
マネーの有無です。東京・大阪は訪日客や再開発で上
昇した一方、名古屋や地方四市は需要に変化の兆しが
見られます。地方の急上昇も千歳市（半導体）や白馬村
（観光）など「強い個別要因」を持つ地域に集中しまし
た。今年は「上がったか下がったか」ではなく「何が押
し上げたか」を見極める視点が重要です。
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地価を押し上げる新たな主役

EC拡大やAI需要
を背景に、広大な
土地を活かした開
発が加速。新たな
雇用が生まれ、周
辺の賃貸需要にも
波及します。
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このニュースレターでは地域の大家様に
賃貸経営に役立つ「法律」「税制」「空室対策」
などのレポートを毎月お届けしています。
賃貸経営の収益アップにお役立てください。
また、長期空室やトラブルについてのご相談も
承っています。ぜひお問合せください。
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2026年4月から施行される区分所有
法の改正では、総会決議の基準を全区
分所有者から出席者へ改めることや、
所在不明区分所有者を裁判所の決定
により決議の母数から除外する制度の
創設など、合意形成の円滑化が図られ

ました。しかし、築古の区分所有建物オーナーにとって最も
注目すべきは、建替え以外のマンション再生手段が大幅に拡
充された点です。本稿ではこの「再生の選択肢の多様化」を
中心に解説します。
（※注：普通決議や一部の特別決議の母数は出席者ベースに
緩和されますが、後述する建替えや新たな再生手法の決議は、
引き続き「全区分所有者」が母数となります。）

　改正前は、老朽マンションの再生手段は建替え（区分所有
者・議決権の各5分の4以上）か大規模修繕が中心でした。建
替えは合意形成・資金・仮住まいの面でハードルが極めて高
く、2025年3月末時点の全国の建替え実績は累計323件程
度にとどまります。建物と敷地をまとめて売却したい場合や取
壊して敷地を処分したい場合は、原則として全員同意が必要
であり、実務上は極めて困難でした。

改正法により、建替え以外に次の4つの手段が新たに多数決
決議で実施可能となります。

　この4つの新制度はいずれも原則として区分所有者および
議決権の各5分の4以上で決議可能です。
　従来は原則「全員同意」が必要だった売却や取壊しが多数
決で実施できるようになった点は大きな前進です。
さらに、耐震性不足、火災安全性不足、外壁剥落の危険、給
排水管腐食、バリアフリー基準不適合の5つの客観的事由の
いずれかに該当する場合は4分の3に緩和されます。政令指
定災害で被災した場合は3分の2まで引き下げられます。客
観的事由に該当するマン
ションでは4分の3決議が
可能になりますが、緩和要
件の適用にあたっては客観
的事由の確認手続が必要
となる点にご留意ください。
　所在不明区分所有者を
母数から除外できる制度と
組み合わせれば、合意形成
のハードルはさらに下がり
得ます。決議に対応する事
業手続（組合設立、権利変
換計画、分配金取得計画
等）も整備されており、決議
から実行まで一貫して進め
られる制度設計です。

　再生手段の拡充は資産価値維持だけでなく、紛争予防の
面でも大きな意味があります。
　従来は選択肢が限られていたがゆえに、修繕費の負担や管
理の方向性をめぐって区分所有者間の対立が膠着するケー
スもありました。複数の手段を比較検討できるようになれば、
管理組合内の議論を建設的な方向に導きやすくなります。そ
のためには、管理組合において早期に区分所有者名簿の整
備と管理規約の改正法対応を進め、合意形成の土台を固め
ておくことが不可欠です。
　改正法施行後は旧法に抵触する規約条項が失効するため、
規約見直しも必要です。決議の有効性が後日争われないよう、
招集通知における議案の要領の記載にも留意し、管理会社と
も連携のうえ早めの対応をお勧めします。

弁護士 北村亮典　　＊この記事は、2026年3月31日時点の法令等に基づいて書かれています。　
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建物と敷地をまとめ
て第三者へ売却し、
代金を分配

取壊したうえで更地
引渡しが求められる
再開発案件等に最適

一棟リノベーション。
建替えに近い効果を
低コストで実現

建物のみを取壊し、
敷地を区分所有者
間で共有して整理
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決議要件の大幅緩和
─ 全員同意解消、、5分の4条件付き緩和 ─

築古区分建物のオーナーが今考えるべきこと
　　　  ─ 紛争予防の視点から ─

4/5（80%）以上の
多数決で可能に

さらに緩和

「全員同意の壁」はどう変わる？

新制度の基本

3/4（75%）以上へ
引き下げ

特例

客観的事由あり※

2/3（約66.6%）以上へ
引き下げ

被災時

※5つの客観的事由（耐震性不足、火災安全性
不足、外壁剥落の危険、給排水管腐食、バリア
フリー基準不適合）

大家さんのための

税 金 基 礎 講 座

　2024年の贈与税改正から2年。 生前贈与の考え方は大
きく変わり、「とりあえず暦年贈与」という安易な自己判断は、
将来の大きな税務リスクに直結しかねない時代となりまし
た。 暦年課税は持ち戻し期間が延びる一方、相続時精算課
税は使い勝手が向上しており、制度の選択は複雑化してい
ます。
　今回は、2026年5月時点の制度を前提に、不動産オー
ナー様が「将来のパートナーとなる管理会社や専門家に相
談する前に」押さえておくべき贈与の基本をQ&A形式で整
理します。

　ひとつは、暦年贈与の持ち戻し期間（相続財産に加算され
る期間）が、従来の3年から7年へ大幅に延長されたことです。
もうひとつは、相続時精算課税制度に年110万円の基礎控
除が新たに設けられたことです。これらの改正により、「とり
あえず暦年贈与」というかつての常識は通用しなくなりまし
た。今後はご自身の資産背景に合わせ、より戦略的な使い分
けを検討していくことが必須となっています。

 

　相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人から加算対
象期間内（最大7年）に受けた贈与は、たとえ110万円以下で
あっても相続税に加算されます。現在は経過措置の途中で、
2031年以後にフルで7年以内が対象です。だからこそ、ご自
身の年齢や健康状態を考慮し、自己判断で時期を逸する前
に、信頼できるプロを交えていかに早く対策を始めるかが鍵
となります。

　原則として60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・
孫への贈与で選べますが、改正後は「年110万円の基礎控
除」が使え、その部分は相続時にも加算されません。少額を
毎年確実に移したい人には、非常に使いやすい制度に生まれ
変わりました。ただし、メリットを最大化するには、賃貸経営
の収益状況を踏まえた緻密なシミュレーションが必要です。

・毎年110万円前後を確実に移したいなら、相続時精算課
税が有力。
・年間110万円を超える額を、長期間かけて移したいなら、
暦年贈与も有力。
　相続時精算課税は、死亡時期に左右されにくい点が強み
ですが、暦年贈与は贈与税を払ってでも財産を前倒しで移せ
るため、資産規模が大きい人ほど有利になる場面もあります。
ただし、これらはあくまで「目安」であり、家賃収入の移転な
ども含めると、実際の判断はさらに高度になります。

　選択するには、最初の贈与を受けた翌年2月1日から3月15
日までに届出が必要です（父は相続時精算課税、母は暦年
贈与、という使い分けは可能）。一度の選択ミスが将来の税
負担に直結するため、税理士等の専門家を交えた慎重な判
断が不可欠です。

 

 賃貸経営には、大規模修繕への備え、物件の組み換え、法
人化、そしてご家族への承継など、多くの要素が複雑に絡み
合います。これらを総合的に判断して最適な制度を選ぶのは
至難の業です。だからこそ、不動産経営と税務の両面を俯瞰
し、的確な道筋を描ける「パートナーとしての管理会社」の
存在が不可欠になります。

　最適な贈与プランの早期構築は、資産防衛の要です。しか
し、賃貸経営の承継や家族間のトラブル防止まで見据えた緻
密な計画を、オーナー様ご自身だけで立案・実行するのは大
きなリスクと負担を伴います。
単なる日常の物件管理にとどまらず、専門家と連携して次世
代への円滑な資産承継までサポートできる。そんな「真の
パートナー」と呼べる管理会社を選ぶことが、賃貸経営の成
功と大切なご家族を守る最大の鍵となります。

2024年改正で、何が変わったのですか？Q1Q1

暦年贈与は不利になったのですか？Q2Q2

相続時精算課税は、
なぜ注目されているのですか？Q3Q3

結局、どちらを選ぶべきですか？Q4Q4

制度選びで注意すべき点はありますか？Q5Q5

不動産オーナーは、
どう考えるのが実務的ですか？Q6Q6

と　　　　　　　　　 いま選ぶならどっち？暦年贈与 相続時精算課税

押さえるべき変化は大きく2つです。A

目安はシンプルです。A

決してオーナー様お一人で、
目先の税額だけで決めないことです。A

あります。最大の注意点は、相続時精算課税は
一度選ぶと、その贈与者について暦年課税へ
戻せないことです。

A

不利になったというより、早く始めるほど効果
が出やすい制度に変わりました。A

以前は「結局、相続時に足し戻される制度」と
見られがちでしたが、今は違います。A
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